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第１章 総則 

１ 新潟市建築物耐震改修促進計画の位置づけ 

「新潟市建築物耐震改修促進計画」は、「建築物の耐震改修の促進に関

する法律」（以下「法」という。）第６条の規定に基づき定める計画です。 

計画の策定に際し、法第４条の規定により国土交通大臣が定めた「建築

物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」（以下「基

本方針」という。）及び新潟県耐震改修促進計画を勘案するとともに、「新

潟市総合計画」、「新潟市国土強靭化地域計画」、「新潟市地域防災計画」と

の整合を図りながら作成するものであり、新潟市における建築物の耐震診

断及び耐震改修の促進を図るための計画です。 

図 1.1.1 新潟市建築物耐震改修促進計画の位置づけ 

【 市 】 

○新潟市建築物耐震改修促進計画 

【 市 】 

○新潟市地域防災計画 

【 国 】 

○建築物の耐震改修の促進に関する法律 

〇建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針 

【 県 】 

○新潟県耐震改修促進計画 

【 市 】 

○新潟市国土強靭化 

地域計画 

【 市 】 

○新潟市総合計画 

整合 

整合 

【分野別計画】 
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２ 計画の期間 

本計画は、新潟県耐震改修促進計画を踏まえ、令和７年度までを計画期

間とします。 

ただし、施策の基礎資料となる新たな統計調査の実施や社会情勢の変化

等に対応を図るため定期的に検証を行い、必要に応じて計画内容の見直し

を行うものとします。 

３ 計画の対象 

本計画の対象地域は新潟市全域とします。 

本計画の対象建築物は、原則として地震に対する安全性に係る建築基準

法又はこれに基づく命令もしくは条例に適合していない部分を有するす

べての住宅・建築物とします。そして、阪神・淡路大震災でも多くの被害

が見られた、昭和５６年５月３１日以前に着手した住宅・建築物について

は、重点的に耐震化を促進します。 

新潟市総合計画 

：将来のまちづくりの基本理念や目指すべき都市像と、その都市像を実現させるため 

の施策などを示す計画 

新潟市国土強靭化地域計画 

：国土強靭化基本法に基づく国土強靭化に関する施策を総合的、計画的に推進する指針

新潟市地域防災計画 

：災害対策基本法に基づく防災上の総合的な計画 

新潟市建築物耐震改修促進計画の変遷 

〇平成１９年７月：第１期計画策定 

〇平成２８年３月：第２期計画改定 
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第２章 新潟市における地震被害の想定 

１ 周辺の地震環境 

国の地震調査研究推進本部が社会的、経済的に大きな影響を与えると考

えられ調査対象とした全国の 114 の主要活断層帯のうち、新潟県内には櫛

形山脈断層帯をはじめ月岡断層帯、長岡平野西縁断層帯、十日町断層帯、

六日町断層帯、高田平野断層帯の６つの断層帯があります。 

また、国が設置した「日本海における大規模地震に関する調査検討会」

が津波を発生させるものとして公表している 60 断層モデルには、新潟県に

与える影響が大きい７断層モデルが存在しています。 

図 2.1.1 新潟県内の調査対象活断層位置図     図 2.1.2 新潟県に影響を与える津波断層モデルの位置図 

出典：新潟県地域防災計画（震災対策編）     出典：新潟県津波浸水想定（H29.11） 
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２ 最近の主な地震発生状況 

信濃川流域は「信濃川地震帯」と呼ばれ、1828 年（文政 11 年）の三条

地震や 1847 年（弘化 4 年）の善光寺地震など、古くから地震が多いとこ

ろとして注目されてきました。 

1964 年 6 月 16 日に発生した、マグニチュード７.５の「新潟地震」は、

液状化現象による建築物の倒壊や石油タンクからの火災発生など、本市に

大きな被害（※１）を与えました。 

2004 年 10月 23日に発生したマグニチュード６.８の「新潟県中越地震」

及び 2007 年 7 月 16 日に発生したマグニチュード６.８の「新潟県中越沖

地震」は、本県の中越地方に甚大な被害をもたらしましたが、幸いにも新

潟市内の被害は軽微なもので済みました。近年では、2019 年 6 月 18 日に

マグニチュード６．７の「山形県沖地震」が発生しました。 

図 2.2.1 過去に発生した主な地震 

（本州中央部から北部の日本海周辺地域） 

※１ [新潟地震の被害] 

死者 11 人、重傷 16 人、軽傷 109 人、家屋の全壊（焼失を含む）2,338 世帯、家屋の半 

壊（焼失を含む）7,595 世帯 
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３ 想定される地震の規模、被害の状況 

 (１) 想定される地震の規模 

地震の規模
（Nw）

長さ
(km)

幅
(km)

傾斜度
上端深さ

(km)
櫛形山脈断層帯 6.40 18.0 18.0 45.0 3.0
月岡断層帯 6.80 32.0 18.0 55.0 3.0

7.50 22.0 24.0 45.0 6.0
7.50 28.0 24.0 55.0 6.0
7.50 20.0 24.0 55.0 6.0
7.50 16.0 24.0 55.0 6.0
6.80 24.0 18.0 45.0 5.0
6.80 10.0 18.0 45.0 5.0
6.80 14.0 18.0 45.0 5.0
6.80 18.0 18.0 45.0 5.0
6.80 24.0 18.0 50.0 5.0
6.80 8.0 18.0 50.0 5.0
7.71 71.9 19.7 45.0 6.0
7.71 52.0 19.7 45.0 6.0

越佐海峡 7.46 62.6 23.6 45.0 4.0
7.60 51.5 22.7 45.0 6.0
7.60 34.1 22.7 45.0 6.0

想定地震名

海
域

内
陸

長岡平野西縁断層帯

十日町断層帯西部

高田平野西縁断層帯

六日町断層帯

県北・山形沖

上越・糸魚川沖

表 2.3.1 想定地震の規模 

出典：新潟県地震被害想定調査報告書（R4.3） 

図 2.3.1 想定地震の規模 

出典：新潟県地震被害想定調査報告書（R4.3） 
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 (２) 建物の被害予測（出火延焼被害含む） 

   各想定地震における新潟市全体の各要因（揺れ、液状化、土砂災害、

津波、地震火災）による被害等の一覧は次のとおりです。 

   被害想定の結果としては、建物被害の想定被害量が多くなる冬 18 時、

強風を想定しています。 

うち大規模半壊 うち半壊

櫛形山脈断層帯 2 190 105 3,906 1,392 2,514 0 0 - - - - 0 0 0

月岡断層帯 30,606 36,117 658 21,783 7,761 14,021 9 21 - - - - 78 55 23,455

長岡平野西縁断層帯 27,572 42,975 640 22,317 7,952 14,367 11 26 374 13,347 5,239 16,408 71 46 21,436

十日町断層帯西部 0 1 31 1,158 415 747 0 0 - - - - 0 0 0

高田平野西縁断層帯 0 0 0 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

六日町断層帯 0 0 15 558 198 358 0 0 - - - - 0 0 0

県北・山形沖 5,011 22,341 623 22,483 8,012 14,472 6 16 622 17,709 6,990 17,350 21 9 4,621

越佐海峡 36 1,626 294 10,835 3,860 6,973 1 3 576 16,630 6,167 19,240 5 0 6

上越・糸魚川沖 1 215 137 5,121 1,825 3,297 0 2 0 0 0 0 0 0 0

半壊

建物被害

揺れ 液状化 土砂災害 津波 地震火災

全壊 半壊 全壊 半壊 全壊 焼失棟数全壊 半壊 床上浸水 床下浸水 全出火 炎上出火

表 2.3.2 断層別建物被害予測 

出典：新潟県地震被害想定調査報告書（R4.3） 

（３）人的被害予測 

新潟市内においては、冬深夜、強風の条件で長岡平野西縁断層帯の地震が

発生した場合に最も多くの被害が発生すると想定されます。建物倒壊により

1,800 人を超える死者が発生し、その他にも津波や地震火災により被害が発

生し、計 2,200 人の死者となります。重症者数・軽症者数合わせての負傷者

数は約 20,000 人となり、そのうち建物倒壊により負傷する割合が全体の約６

割と高くなります。 

建

物

倒

壊

土

砂

災

害

津

波

地

震

火

災

ブ

ロ
ッ

ク

塀

等

建

物

倒

壊

土

砂

災

害

津

波

地

震

火

災

ブ

ロ
ッ

ク

塀

等

建

物

倒

壊

土

砂

災

害

津

波

地

震

火

災

ブ

ロ
ッ

ク

塀

等

櫛形山脈断層帯 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 36 0 - 0 0 1,291

月岡断層帯 2,011 1 - 192 0 3,148 0 - 98 0 9,111 0 - 250 0 115,028

長岡平野西縁断層帯 1,824 0 270 106 0 2,827 0 2,482 30 0 10,119 0 4,793 79 0 275,229

十日町断層帯西部 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 327

高田平野西縁断層帯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

六日町断層帯 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 149

県北・山形沖 326 0 583 1 0 517 0 5,111 0 0 4,533 0 9,892 0 0 242,828

越佐海峡 2 0 486 0 0 4 0 4,240 0 0 299 0 8,230 0 0 195,379

上越・糸魚川沖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 1,573

死者数(人) 重症者数(人) 軽症者数(人) 避

難

者
数

(

人

)

表 2.3.3 断層別人的被害予測 

出典：新潟県地震被害想定調査報告書（R4.3） 
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大地震は、いつどこで発生してもおかしくない状況にあります。 

そのため、今後、耐震化の促進を通して建築物の被害を減少させてい

くことが、安心・安全なまちづくりの喫緊の課題とされています。 
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第３章 耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標 

１ 住宅の耐震化の状況及び目標設定 

 (１) 住宅の耐震化の状況と課題  

住宅・土地統計調査（※２）をもとに推計した令和2年度末の新潟市

の居住世帯ありの住宅総数は約318,700戸です。そのうち、耐震性の

ある住宅は約280,000戸とされ、耐震化率（※３）は88％になります。

これは令和2年度末の耐震化目標90％に至っていません。全国と県に  

ついても同様で、目標を達成していない状況です（全国：目標

95％・令和2年度末89％、県：目標87％・令和2年度末85％）。目標

達成に至らない原因としては、耐震化に要する所有者の費用負担が

大きいこと、所有者の高齢化で耐震化の意欲が高まらないことなど

があげられます。

(２) 住宅の耐震化の目標 

全国の住宅耐震化の目標（※４）は、住宅の耐震化率を令和 12 年度まで 

   に耐震性が不足する住宅を概ね解消することとしています。一方、新潟 

   県の令和 7 年度末における目標値は、全国の目標である令和 12 年度ま

でに耐震性が不足する住宅を概ね解消するための中間的な目標値として、

耐震化率 93%を設定しています。 

新潟市においても、着実に耐震化を促進し、市民の安心・安全の確保 

を進めることとし、令和 7 年度末における住宅耐震化率の目標を、令和 

12 年度までに耐震性が不足する住宅を概ね解消するための中間的な目 

標値として、耐震化率 94％とします。 

※２  [住宅・土地統計調査]

統計法に基づく調査。わが国の住宅及び住宅以外で人が居住する建物に関する実態等を把握し、

その状況と推移を全国及び地域別に明らかにし、住宅・土地関連諸施策の基礎資料を得ることを

目的に昭和 23 年以来 5 年ごとに実施しています。直近では、平成 30 年に実施されています。

※３ [耐震化率] 

  耐震化率は、「耐震性ありの建築物」の棟数を「全建築物」の棟数で除した割合を用いています。

「耐震性ありの建築物」は、以下の建築物の合計棟数としています。なお、昭和 56 年 5 月 31 日

以前に建てられた住宅は、統計区分の関係から昭和 55 年以前に建築された住宅を用いています。

・昭和 56 年 6 月 1 日以降の新耐震基準で建築されたもの 

・昭和 56 年 5 月 31 日以前に旧耐震基準で建築された建築物のうち、耐震改修済みのもの及 

び耐震診断の結果で「地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い」  

と判定されたもの 

※４  [全国の住宅耐震化の目標] 

「住宅・建築物の耐震化率のフォローアップのあり方に関する研究会とりまとめ（R2.5）」によ

り住宅の耐震化率に係る算定方法が示され、「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための

基本的な方針」において、南海トラフ地震防災対策基本計画等を踏まえ、令和 12 年度末までに耐

震性が不十分な住宅を概ね解消することを全国目標とすることが示されました。
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※全国・県・市とも R2 耐震化率は H30 住宅・土地統計調査からの推計値 

※市の R2 耐震化率は、全国・県に合わせた算定方法にて算出 

図 3.1.1 住宅の耐震化率 

住宅の耐震化率の目標 

目 標 値 ９４％ （令和 7 年度末） 

住宅の耐震化率の状況 

             ８８％  （令和 2 年度末） 
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２ 建築物（住宅以外）の耐震化の状況及び目標設定 

 (１) 特定建築物 

①耐震化の状況と課題 

令和2年度末の特定建築物（※５）の耐震化率（※６）について、新

潟市は90％です。これは令和2年度末の耐震化目標95％に至ってい

ません。全国と県についても同様で、目標を達成していない状況で

す（全国：目標95％・令和2年度末91％、県：目標95％・令和2年度

末89％）。 

特定建築物のうち市有建築物については、これまでの取り組み

により、令和2年度末で、対象棟数688棟、耐震化率99％です。一

方、民間建築物については、対象棟数1,922棟、耐震化率86％で

す。引き続き、民間建築物の所有者等へ、耐震化の必要性に関する

適切な情報をいかに伝えていくかが課題となります。（11ページ 

表3.2.1・表3.2.2参照） 

②耐震化の目標 

   国は、各省庁において、所管施設の耐震化目標が設定され公表が進

んでいることから、従来どおりの特定建築物を対象とした目標では

なく、地震時に甚大な被害が想定される耐震診断義務付け対象建築

物（P12 参照）を対象とした目標へ移行しました。 

県は、県内の特定建築物の耐震化が全国と比べて遅れていること

などから、耐震化率の目標を引き続き設定することとし、令和 7 年

度末の目標値を 95％としています。 

新潟市も、引き続き特定建築物の耐震化の取り組みを進めていく

ために、県と同様に耐震化率の目標を設定し、令和 7 年度末の目標

値を 95％とします。 

※５ [特定建築物] 

耐震性の有無に関わらず、耐震改修促進法第 14 条第一号に規定する「特定既存耐震不適格

建築物」の規模及び要件を満たす建築物を、「特定建築物」として扱っています。 

※６ [特定建築物の耐震化率] 

市有建築物と民間建築物の合計棟数で算定します。公共建築物については各々の施設設置者

による計画に基づき耐震改修が進められるものであることから、市有建築物を対象としていま

す。
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単位：棟 

（令和 2 年度末） 

表 3.2.1 市有特定建築物の耐震化の状況 

単位：棟

（令和 2 年度末） 

表 3.2.2 民間特定建築物の耐震化の状況

■特定建築物の耐震化率＝                         ≒ 90％ 

未診断
耐震性

不十分

改修済み・

改修不要

災害対策本部が設置さ
れる施設

本庁舎
0 0 0 0 1 1 100%

応急対策活動の施設 消防署・区役所庁舎等
11 0 3 8 23 34 91%

医療救護活動の施設
病院・診療所・地域保健

センター等 0 0 0 0 7 7 100%

避難収容の施設 学校・体育館・公民館等
225 0 0 225 221 446 100%

社会福祉施設
養護老人センター・福祉

センター・保育園等 21 0 0 21 32 53 100%

不特定多数が利用する

施設
図書館・劇場等

6 0 1 5 15 21 95%
特定多数が利用する

施設

賃貸住宅（共同住宅に

限る）・事務所等 64 0 0 64 62 126 100%

323 361

特定建築物の用途 施設

昭和56年5月以前の建築物
昭和56年

6月以降の

建築物

計
現状の

耐震化率

特

定

建

築
物

の

区

分

合計 327 0 4 688 99%
684

未診断・
耐震性

不十分

改修済み・

改修不要

医療救護活動の施設 病院・診療所等
8 6 2 99 107 94%

避難収容の施設 学校・体育館等
27 7 20 73 100 93%

社会福祉施設
養護老人センター・

保育園等 18 9 9 216 234 96%
不特定多数が利用する

施設
店舗・ホテル等

71 44 27 192 263 83%
特定多数が利用する施

設
賃貸住宅（共同住宅に

限る）・事務所等 323 203 120 895 1,218 83%

178 1,475

特定建築物の用途 施設

昭和56年5月以前の建築物
昭和56年

6月以降の

建築物

計
現状の
耐震化率

特
定
建
築
物
の
区
分

合計 447 269 1,922 86%
1,653

特定建築物の全建築物数（688+1,922）

特定建築物の耐震性ありの建築物数（684+1,653）
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(２) 耐震診断義務付け対象建築物 

①耐震化の状況と課題 

    耐震診断義務付け対象建築物は、大規模な建築物や防災拠点施設

等からなる、特に耐震化の重要性が高い建築物です。国は、耐震化率

の目標を設定する建築物について、地震時に甚大な被害が想定され

る大規模建築物等を対象とする方針へ転換しました。これを受け、県、

市ともに、耐震診断義務付け対象建築物の耐震化率目標を新設しま

す。 

新潟市の令和 2 年度末の耐震診断義務付け対象建築物は、対象棟

数 37 棟、耐震化率は 92％になります（全国：令和 2 年度末 74％、

県：令和 2 年度末 92％）。  

②耐震化の目標 

全国の建築物耐震化の目標（※７）は、令和 7 年度末までに耐震性が

不足する耐震診断義務付け対象建築物を概ね解消としており、新潟

県も、全国と同様の目標にしています。 

    新潟市においても、対象建築物の速やかな耐震化への取り組みが

求められることから、対象施設について個別の状況把握に努め、全国、

県と同様に、令和 7 年度末までに耐震性が不足する耐震診断義務付

け対象建築物を概ね解消することを目標とします。 

≪耐震診断義務付け対象建築物≫ 

 耐震改修促進法において規制対象となる以下の建築物を指します。 

（全て既存耐震不適格建築物（※８）に限る。）

〇要緊急安全確認大規模建築物（法附則第 3 条第 1 項による） 

特定建築物のうち、不特定多数の者または避難時要配慮者等が利用する

大規模建築物で、平成 27 年末までに所管行政庁へ耐震診断結果の報告が 

義務付けられたもの。 

（新潟市は 30 棟／令和 2 年度末） 

〇要安全確認計画記載建築物（法第 7 条第 1 項による） 

地震発生時において公益上必要な建築物で、都道府県の耐震改修促進計

画で定められた期限までに所管行政庁へ耐震診断結果の報告が義務付け

られたもの。 

（新潟市は 7 棟／令和 2 年度末） 
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※７ [全国の建築物耐震化の目標] 

  国土強靭化年次計画 2021（R3.6.17 国土強靭化推進本部決定）により令和 7 年末の目標が

示されています。

※８ [既存耐震不適格建築物] 

  地震に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合し

ない建築物で、建築基準法第 3 条第 2 項の規定の適用を受けているもので（法改正の際に既

に存在する建築物等が法改正により規定に適合しなくなる場合は、改正後の規定は適用しな

いというもの）、昭和 56 年 5 月 31 日以前に新築の工事に着手したもの 
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※R2 耐震化率は、国は推計値、県・市は確定値 

図 3.2.1 特定建築物の耐震化率 

建築物（住宅以外）の耐震化率の目標（令和 7 年度末）

〇特定建築物         ９５％ 

〇耐震診断義務付け対象建築物 耐震性が不足するものを概ね解消

建築物（住宅以外）の耐震化率の状況（令和 2 年度末） 

〇特定建築物         ９０％  

〇耐震診断義務付け対象建築物 ９２％   
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(３) 市有建築物の非構造部材の耐震化の取り組み 

   大規模な地震時に、天井脱落による重大事故の発生を防止するた

め、特定天井（※９）を有する市有建築物において、脱落防止対策を推

進します。 

   特定天井を有する市有建築物には体育館や文化会館、区役所等が

あり、学校施設の天井脱落防止対策については、平成 27 年度末まで

に完了しています。また、その他の施設については、「新潟市地域防

災計画」において、災害対策本部や応急対策活動拠点、避難所等の防

災上重要な施設に位置付けられるものを優先して、平成 28 年度から

対策を進めています。 

※９ [特定天井] 

  脱落によって重大な危害を生ずるおそれがある天井（６ｍ超の高さにある、面積２００㎡

超、質量２ｋｇ/㎡超の吊り天井で、人が日常利用する場所に設置されているもの） 



16 

第４章 住宅及び民間建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図

るための施策 

１ 耐震診断及び耐震改修に係る基本的な取組み方針 

第３章の耐震化の状況と課題を踏まえ、新たな目標の達成に向け、行政

としてこれまで以上に、耐震化のための環境整備を行う必要があります。 

そのために、住宅については、新潟市住宅耐震化緊急促進アクションプ

ログラム（以下、「アクションプログラム」）を策定し、耐震化に係る取組

を位置付け、毎年度、進捗状況を把握・評価するとともに、アクションプ

ログラムの充実・改善を図り、住宅の耐震化を推進します。特定建築物に

ついては、所有者等への働きかけの継続強化、耐震化に関する情報提供の

充実に努めます。 

また、これらを進める上で、国・県・周辺市町村など行政間の連携を図

るとともに、建築関連業界をはじめ地震防災に関わる団体等との連携・協

力に努めていきます。 

図 4.1.1 耐震改修の基本的な取組 

耐震化の促進

【関連業界・団体等】 

● 行政との連携 

● 技術者の育成支援 

● 耐震改修工法の普及、 

コスト縮減 

【市】 

●耐震化支援策の拡充 

●情報の収集・提供、相談体制の整備 

●行政間の連携 

●アクションプログラムによる把握・評価 

協力 

連携 

【住宅・建築物の所有者】 

● 耐震診断・工事の実施

● 安全性の維持・向上 

普及・啓発 

支援 

耐震診断・改修

工事の実施 
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２ 耐震診断及び耐震改修の促進を図るための支援策の概要 

（１） 助成・融資制度 

建築物の耐震化を促進するため、耐震診断や耐震改修等に要する費

用について、次のような助成・融資制度が用意されています。これら

制度の積極的な普及・周知啓発を図り活用を促して行きます。 

① 助成制度 

表 4.2.1 新潟市木造住宅耐震改修工事等補助事業 

補助区分 
対象住宅
区分(※)

補助率
上限額等
（千円）

補助要件 

耐震診断士派遣 

280 ㎡ 以
下 

無料 
昭和５６年５月３１日以前に
建築された木造戸建個人住宅
の耐震診断 

280 ㎡超 
500 ㎡以

下

46,200～ 
62,700 円負担

耐震設計補助  1/2 100
耐震診断の上部構造評点が
1.0未満の住宅を1.0以上とす
る耐震設計 

耐震改修工事 
補助 

高齢者等 
2/3 

1,500 耐震設計に基づき、住宅全体
の上部構造評点を 1.0 以上と
する耐震改修工事 一般 1,200

段階的耐震改修
工事補助 

高齢者等 2/3 

第 1 段階
900

階別型：耐震設計に基づき、
１階部分の上部構造評点を
1.0 以上とする耐震改修工事 
評点型：耐震設計に基づき、
住宅全体の上部構造評点を
0.7 以上とする耐震改修工事 

第 2 段階
600

耐震設計に基づき、住宅全体
の上部構造評点を 1.0 以上と
する耐震改修工事 

一般 2/3 

第 1 段階
700

上記と同じ 

第 2 段階
500

上記と同じ 

耐震改修等促進 
リフォーム工事
補助 

 1/2 200

耐震改修工事、段階的耐震改
修工事又は耐震シェルター等
の設置と同時に行うその他の
リフォーム工事 

耐震シェルター・
防災ベッド 
設置補助 

高齢者等 1/2 300

耐震診断の上部構造評点が
1.0 未満の住宅に設置する耐
震シェルター・防災ベッドの
工事 

家具転倒防止 
工事補助 

高齢者等 1/1 7 Ｌ型金具等の設置工事 

※対象住宅区分において、高齢者等とは、下記のいずれかに該当する住宅をいう。 
a 高齢者（65 歳以上）のみが居住する住宅 
b 介護保険法による要介護認定又は要支援認定を受けた者が居住する住宅 
c 身体障害者手帳 1 級又は 2 級の交付を受けた者が居住する住宅 
d 療育手帳 A の交付を受けた者が居住する住宅 
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表 4.2.2 新潟市マンション耐震改修等促進事業 

区 分 補     助     額 補  助  要  件 

耐震診断 
事業 

予備診断  
耐震予備診断に要する費用の 2/3 以下  
限度額：140,000 円／棟  

本 診 断  
耐震診断に要する費用の 2/3 以下 
限度額：30,000 円／戸かつ 1,500,000 円／棟

・耐火建築物又は準耐火建築物
で階数が 3 階以上かつ延べ面
積 1,000 ㎡以上等 

・耐震診断に必要な構造関係図
書があること 

耐震改修 
事業 

耐震設計 
耐震設計費の 2/3 以内 

耐震改修工事 
耐震改修工事に要する費用の 1/3 以下 
限度額：500,000 円／戸 

耐火建築物又は準耐火建築物
で階数が 3 階以上かつ延べ面
積 1,000 ㎡以上等 

※改修の補助額上限単価：50,200 円/㎡ 

表 4.2.3 新潟市特定建築物耐震改修等補助事業

 区 分 補助額 補 助 要 件 

耐
震
診
断

幼稚園，幼保連携型認定こ

ども園,保育所 
補助率 

2/3 

上限額 

★300 万円 

階数が 2 以上かつ延べ面積 500 ㎡以上 

病院，店舗，旅館等 階数が 3 以上かつ延べ面積 5,000 ㎡以上 

体育館 階数が 1 以上かつ延べ面積 5,000 ㎡以上 

老人ホーム等 階数が 2 以上かつ延べ面積 5,000 ㎡以上 

小学校，中学校等 階数が 2 以上かつ延べ面積 3,000 ㎡以上 

危険物貯蔵所等 階数が 1 以上かつ延べ面積 5,000 ㎡以上 

緊急輸送道路沿道建築物★ 道路閉塞させる住宅・建築物（※図 4.5.2 参照）

耐
震
改
修
設
計

幼稚園，幼保連携型認定こ

ども園,保育所 補助率 

2/3 

上限額 

400 万円 

★300 万円 

階数が 2 以上かつ延べ面積 500 ㎡以上 

病院，店舗，旅館等 階数が 3 以上かつ延べ面積 5,000 ㎡以上 

体育館 階数が 1 以上かつ延べ面積 5,000 ㎡以上 

老人ホーム等 階数が 2 以上かつ延べ面積 5,000 ㎡以上 

小学校，中学校等 階数が 2 以上かつ延べ面積 3,000 ㎡以上 

危険物貯蔵所等 階数が 1 以上かつ延べ面積 5,000 ㎡以上 

緊急輸送道路沿道建築物★ 道路閉塞させる住宅・建築物（※図 4.5.2 参照）

耐
震
改
修
工
事

幼稚園，幼保連携型認定こ

ども園,保育所 補助率 

23％ 

★2/3 

上限額 

2,500 万円 or

5,000 万円

★2,000 万円

階数が 2 以上かつ延べ面積 500 ㎡以上 

病院，店舗，旅館等 階数が 3 以上かつ延べ面積 5,000 ㎡以上 

体育館 階数が 1 以上かつ延べ面積 5,000 ㎡以上 

老人ホーム等 階数が 2 以上かつ延べ面積 5,000 ㎡以上 

小学校，中学校等 階数が 2 以上かつ延べ面積 3,000 ㎡以上 

危険物貯蔵所等 階数が 1 以上かつ延べ面積 5,000 ㎡以上 

緊急輸送道路沿道建築物★ 

(除却工事含む)
道路閉塞させる住宅・建築物（※図 4.5.2 参照）

※診断・設計の補助額上限単価：1,000 ㎡以内の部分は 3,670 円/㎡ 
               1,000～2,000 ㎡以内の部分は 1,570 円/㎡ 
               2,000 ㎡超の部分は 1,050 円/㎡ 
 改修の補助額上限単価：51,200 円/㎡ 
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② 融資制度 

独立行政法人住宅金融支援機構の高齢者向け返済特例制度や新

潟県労働金庫の新潟県内自治体のリフォーム支援助成対象住宅な

どの優遇金利制度を紹介します。 

(２) 税制の優遇策 

住宅・建築物の耐震化率の向上のため、以下のような税の特例措置

がとられています。 

○住宅に係る耐震改修促進税制 

【所得税】 

令和 5 年 12 月 31 日までに旧耐震基準により建設された住宅を一

定の基準に適合させるための耐震改修工事を行った場合、当該耐震

改修工事に要した費用と改修に係る標準的な工事費用とのいずれ

か少ない金額の 10％相当額（上限あり）を所得税から控除 

【固定資産税】 

令和 6 年 3 月 31 日までに旧耐震基準により建設された住宅につ

いて一定の耐震改修工事を行った場合、当該住宅に係る固定資産税

額（120 ㎡相当分まで）の２分の１を減額 
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３ 安心して耐震改修を行うことができるようにするための環境整備

建築物の耐震化が適切かつ円滑に進められるように、耐震相談の受付や

制度等の普及啓発、耐震診断技術者の養成等に取り組みます。 

(１) 耐震相談の受付 

窓口及び電話での耐震相談を常時受け付けます。また、定期開催し

ている住宅建築相談会（※１０）及び民間団体が開催しているイベント

等においても、耐震に関する相談を受け付けます。 

(２) 普及啓発 

新潟県耐震改修促進協議会（※１１）や関係団体などと連携し、制度

の周知と活用の促進を図ります。 

(３) 耐震診断技術者の育成 

建築技術者を対象に、木造住宅等の耐震診断及び耐震改修に必要な

知識の習得を図る耐震診断技術者講習会を開催します。 

（４）耐震化コストの縮減 

これまでの助成制度による支援に加え、改修工事費などの耐震化コ

スト自体を縮減し、所有者の費用負担を軽減するための方法について

紹介します。 

住宅全体の耐震化費用が負担できない市民に対し、それぞれの可能

な範囲での耐震化を図ってもらうため、段階的耐震改修制度、耐震シ

ェルター及び防災ベッドを積極的に推奨します。 

※１０ 「住宅建築相談会」 

 ① 開 催：毎月第２火曜日（ふるまち庁舎） 

  ② 内 容：耐震改修工事等補助制度の説明、新･増･改築･リフォーム等のアドバイス 

  ③ 相談員：（一社）新潟市建設業協会、新潟地域住宅相談協議会、市職員 

※１１ 「新潟県耐震改修促進協議会」 

① 構 成：新潟県、県内市町村、目的に賛同して入会する関係団体 

   ② 協議会の所掌事項 

   a 法第６条に規定する市町村耐震改修促進計画の作成の支援、指導等に関すること 

b 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策に関すること 

c 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に関すること 

d その他耐震化の促進に関して必要な事項  
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４ 建築物の総合的な地震対策 

建築物の耐震化のほか、以下の事項を含めた総合的な地震対策を推進し

ます。 

(１) ブロック塀等の転倒防止 

地震時のブロック塀等の倒壊は、死傷者の発生や避難路を塞ぐこと

による、避難・救援活動の妨げになります。このため住宅や事業所等

から避難所や避難地等へ至る経路（通学路等を含む）又は、避難地に

隣接する敷地に面したブロック塀等の倒壊の危険性を周知するととも

に、耐震診断等の普及啓発や「危険ブロック塀等撤去工事補助制度」

を活用し、安全確保を図ります。また、必要に応じて指導等を行いま

す。 

(２) 窓ガラスや外壁・屋外看板等の落下防止 

窓ガラスの破損や外壁・屋外看板等の落下は、人的被害を発生させ

るだけでなく、がれきによって避難・救援活動を妨げることとなりま

す。このため窓ガラス等の破損や外壁・屋外看板等の落下の危険性を

周知するとともに、補強方法等の普及啓発を図ります。 

(３) 天井等の非構造部材の安全確認  

大規模な空間を有する建築物の天井等の非構造部材については、落

下・崩壊崩落等の被害発生が想定されることから、適切な施工技術及

び補強方法の普及啓発を図ります。 

(４) エレベーターの安全対策  

安全点検の励行による適正な維持管理と共に、エレベーターの緊急

停止によるカゴ内への閉じ込め防止のため、地震時のエレベーターの

運行方法や閉じ込めが発生した際の対処方法等について、建築物の所

有者及び利用者に周知を図ります。 

(５) 家具の転倒防止 

家具の転倒は、人的被害の発生や避難・救助活動の妨げになります。

このため身近な住宅内部での地震対策として、高齢者等の住宅に対す

る「家具転倒防止工事補助」制度により、家具の転倒防止を呼びかけ

ると共に家具の固定方法の普及啓発を図ります。 
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【第 1 次緊急輸送道路】 

広域的な輸送に必要な主要幹線道路 

県庁所在地、地方中心都市、重要港湾及び空港などを連絡する道路 

【第２次緊急輸送道路】 

第 1 次緊急輸送道路と市町村役場などの主要な防災拠点を連絡する道路 

【第３次緊急輸送道路】 

第１次・第２次緊急輸送道路と防災拠点を相互に連絡する道路 

５ 地震発生時に通行を確保すべき道路に関する事項 

地震時には、住民の円滑な避難、救急・消防活動の実施、緊急物資の輸

送等を確実に行うため、道路機能を確保することが非常に重要になります。 

新潟県の耐震改修促進計画では、地震時に通行を確保すべき「緊急輸送

道路」を新潟県地域防災計画に示す「新潟県緊急輸送道路ネットワーク計

画」に基づき指定しています。 

新潟市では県で指定された緊急輸送道路のうち本市の行政区域に係る区

間を「緊急輸送道路」（法第６条第３項第２号に該当する道路）として位置

付け、第 1 次緊急輸送道路の沿道建築物については、助成制度により耐震

化に取り組むものとします。 

図 4.5.1 緊急輸送道路 
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図 4.5.2 多数の者の円滑な避難を困難とする恐れがある特定建築物の要件 

６ 地震に伴うがけ崩れ等による建築物の被害の軽減 

(１) がけ地近接等危険住宅移転事業の活用 

がけの崩壊等により住民の生命に危険を及ぼす恐れのある災害危険区

域、がけ地区域、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内の住宅につい

て、がけ地近接等危険住宅移転事業を活用して移転を促進します。 

(２) 宅地耐震化推進事業の活用 

大規模な盛土による造成宅地では、大地震時に地滑り的崩壊を起こし、

多くの宅地や建築物、公共施設等に甚大な被害をもたらす恐れがありま

す。その被害を軽減するため、必要に応じて宅地耐震化推進事業を活用

し宅地防災対策に努めます。 

７ 建築物の安全性に関する表示制度 

市民等が建築物を利用するに当たり、容易に耐震性があることを確認で

き、地震に対する安全性を判断できるように、法第２２条の規定により安

全性に係る基準に適合している旨の認定を受け、認定証を見えやすい場所

に表示することができる「建築物の地震に対する安全性に係る認定制度」

があります。建築物の所有者に対し、ホームページやパンフレット等によ

る制度の周知を図ります。 

８ 耐震診断義務付け対象建築物に関する耐震診断結果の公表 

要緊急安全確認大規模建築物及び要安全確認計画記載建築物については、

提出された診断結果をもとに、市民等が耐震性を確認できるよう公開しま

す。 


